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総
理
も
靖
国
神
社
〝
公
式
参
拝
〟
は
例
大
祭
に

　
昨
年
の
八
月
十
五
日
、
例
年
ど
お
り
全
国
戦
没
者
追
悼
式
に
参
列
し

た
。「
全
国
戦
没
者
之
霊
」（
神
道
の
神ひ

も
ろ
ぎ籬

）
と
大
書
さ
れ
た
標
柱
の
前
に

立
た
れ
た
天
皇
陛
下
が
、
和
装
の
皇
后
陛
下
と
共
に
、
一
分
間
の
黙
祷
を

捧
げ
ら
れ
、
ま
た
真
心
の
こ
も
っ
た
御
言
葉
を
賜
っ
た
。

　
そ
の
午
後
、
靖
国
神
社
に
参
拝
し
た
。
広
い
境
内
は
老
若
男
女
で
満

杯
。
と
く
に
拝
殿
か
ら
神
門
ま
で
並
ぶ
何
百
も
の
人
々
が
、
炎
天
下
で
整

然
と
順
番
を
待
つ
姿
に
胸
を
打
た
れ
た
。
し
か
し
帰
途
、
「
総
理
大
臣
は

終
戦
記
念
日
に
靖
国
神
社
へ
公
式
参
拝
せ
よ
」
と
声
高
に
叫
ぶ
グ
ル
ー
プ

を
見
か
け
て
、
少
し
異
和
感
を
覚
え
た
。

　
ま
ず
記
念
日
の
本
義
は
ホ
リ
デ
ー
（
祝
賀
日
）
だ
と
す
れ
ば
、
停
戦
の

玉
音
放
送
が
あ
っ
た
悲
し
み
の
日
を
、
日
本
国
民
が
記
念
日
と
称た

た

え
る
の

は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
や
は
り
戦
没
者
を
追
悼
し
平
和
を
祈
念
す
る
慎
み

の
日
で
あ
り
た
い
。
も
う
一
つ
、
総
理
大
臣
の
公
式
参
拝
は
、
当
然
再
開

さ
れ
る
べ
き
だ
が
、
そ
れ
は
八
月
十
五
日
で
な
く
て
、
春
と
秋
の
例
大
祭

こ
そ
ふ
さ
わ
し
い
。
そ
の
理
由
を
略
述
し
よ
う
。

　
明
治
二
年
（
一
八
六
九
）
に
東
京
招
魂
社
と
し
て
創
立
さ
れ
、
十
年
後

「
靖
国
神
社
」
と
改
称
さ
れ
別
格
官
幣
社
に
列
し
た
当
社
は
、
敗
戦
後

（
昭
和
二
十
一
年
）
や
む
な
く
宗
教
法
人
と
な
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、

神
社
規
則
の
冒
頭
に
「
国
事
に
殉
じ
た
御
霊
を
祭
神
と
し
、
神
徳
光
昭
、

遺
族
慰い

藉し
ゃ

、
平
和
醇じ

ゅ
ん
こ
う

厚
な
る
民
風
を
振
励
す
る
」
と
の
目
的
を
掲
げ
た
。

そ
し
て
幕
末
ペ
リ
ー
来
寇
か
ら
大
東
亜
戦
争
ま
で
の
全
英
霊
を
祀
る
た

め
、
四
月
と
十
月
の
例
大
祭
を
斎
行
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

　
つ
い
で
同
二
十
六
年
九
月
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
で
対
日
講
話
条
約
が

調
印
さ
れ
る
と
、
文
部
次
官
か
ら
公
職
者
・
公
務
員
の
公
葬
祭
へ
の
参
列

制
限
を
大
幅
緩
和
す
る
通
達
が
出
さ
れ
た
。
し
か
も
十
月
十
八
日
の
例
大

祭
に
は
、
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
の
吉
田
茂
首
相
が
、
各
閣
僚
お
よ
び
衆
参
両
院

正
副
議
長
と
共
に
、
正
式
に
昇
殿
の
特
別
参
拝
を
し
て
い
る
。

　
さ
ら
に
翌
年
（
一
九
五
二
）
四
月
二
十
八
日
の
講
和
独
立
後
、
十
月
の

例
大
祭
に
先
立
っ
て
天
皇
陛
下
の
御
親
拝
と
皇
后
陛
下
の
御
参
拝
が
あ

り
、
続
い
て
首
相
・
議
長
ら
も
特
別
参
拝
し
た
。
こ
れ
が
以
後
二
十
五
年

近
く
粛
々
と
続
い
て
き
た
〝
公
式
参
拝
〟
の
本
姿
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　
し
か
し
同
五
十
年
、
四
月
の
例
大
祭
に
公
式
参
拝
し
た
三
木
武
夫
首
相

が
、
わ
ざ
わ
ざ
八
月
十
五
日
に
も
昇
殿
参
拝
。
そ
の
理
由
を
追
及
さ
れ
る

と
、
終
戦
三
十
年
目
だ
か
ら
と
い
う
の
み
な
ら
ず
、
苦
し
ま
ぎ
れ
に
「
私

的
参
拝
」
と
答
え
、
十
月
の
例
大
祭
に
は
出
て
い
な
い
。
こ
れ
が
混
迷
の

発
端
と
な
っ
て
、
予
定
ず
み
の
両
陛
下
行
幸
啓
は
、
大
祭
直
後
の
二
十
一

日
に
行
わ
れ
た
が
、
至
高
の
公
人
で
あ
ら
れ
る
天
皇
陛
下
の
御
親
拝
は
、

翌
年
か
ら
行
わ
れ
難
く
な
っ
た
の
で
あ
る
（
勅
使
の
参
向
と
祭
文
奏
上
な

ど
は
、
従
来
ど
お
り
続
行
さ
れ
て
い
る
）。

　
ち
な
み
に
、
戦
争
指
導
の
責
任
を
東
京
裁
判
で
問
わ
れ
て
処
刑
さ
れ
た

Ａ
級
殉
難
者
の
靖
国
合
祀
は
、
昭
和
五
十
三
年
十
月
で
あ
る
。
し
か
し
、

そ
の
二
年
前
か
ら
上
述
の
事
情
で
天
皇
親
拝
は
中
断
さ
れ
て
い
た
か
ら
、

Ａ
級
合
祀
が
直
接
の
原
因
で
は
あ
り
え
な
い
（
政
府
主
催
「
全
国
戦
没
者

追
悼
式
」
の
戦
没
者
に
は
Ａ
級
殉
難
者
も
含
ま
れ
て
い
る
）。

　
従
っ
て
、
総
理
大
臣
の
公
式
参
拝
は
、
保
革
対
立
の
厳
し
か
っ
た
一
世

代
前
で
さ
え
、
当
然
の
ご
と
く
励
行
さ
れ
て
い
た
春
秋
の
例
大
祭
に
こ
そ

実
行
さ
れ
る
こ
と
が
、
最
も
穏
当
だ
と
思
わ
れ
る
。

　
と
り
わ
け
理
不
尽
な
諸
外
国
に
毅
然
た
る
覚
悟
と
態
度
を
明
示
す
る
た

め
に
も
、
で
き
れ
ば
今
春
四
月
の
例
大
祭
か
ら
、
堂
々
と
昇
殿
参
拝
さ
れ

る
こ
と
が
、〝
戦
後
レ
ジ
ュ
ー
ム
〟
か
ら
の
脱
却
を
目
指
す
と
い
う
日
本

国
の
宰
相
に
強
く
望
ま
れ
る
。　
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